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「建設業の社会保険未加入問題」と今後の政府の対応

◆厚労省への通報が 
約1万8,000件！

国 土 交 通 省 は、平 成24 年11
月 か ら 平 成27 年3 月 末 ま で の
建 設 業 許 可 行 政 庁 に よ る 社 会
保 険 等 加 入 状 況 の 確 認 ・指 導
件 数 の 状 況 を 公 表 し ま し た。
建 設 業 許 可 申 請、経 営 事 項 審
査 申 請、立 入 検 査 等 の 累 計 申
請件数31 万413 件の う ち 、3 万
9,177 件（12.6 ％）が 加 入 指 導
の対象となりまし た 。

加 入 指 導 を 受 け た 業 者 の う
ち1 万3,710 件（3 5.0 ％ ）は 加
入 し ま し た が、1 万 8,0 80 件

（46.1 ％）は 加 入 し な か っ た た
め 、厚 生 労 働 省 の 担 当 部 局 へ
通 報 さ れ ま し た。な お 、7, 3 8 7
件（18.9％）は指導中 ま た は 加
入確認待ちとなっ て い ま す 。

通 報 さ れ た 業 者 は 加 入 指 導
を 受 け、そ れ で も 加 入 し な い
場 合 は 建 設 業 許 可 部 局 か ら 建
設 業 法 に 基 づ く 指 示 処 分 が 出
さ れ、最 終 的 に は 営 業 停 止 処
分 が 行 わ れ る こ と に な っ て い
ます。

◆平成29年度までに加入率
100％目標

近 年 、建 設 業 で は 下 請 企 業 を
中 心 に、法 定 福 利 費（ 社 会 保
険 料 ）を 適 正 に 負 担 し な い 企
業 が あ り 、ま た、技 能 労 働 者 の
処 遇 の 低 さ、若 年 入 職 者 の 減
少 が 問題となっています。

こ う し た な か 国 土 交 通 省 は、
社 会 保 険 未 加 入 対 策 と し て 平
成2 4 年11 月 か ら 加 入 指 導 を
強 化 し、平成29 年度までに「加
入 率 100 ％」の 目 標 を 達 成 す る
た め、以 下 の 取 組 み を 行 っ て
い ま す。

◆今秋より加入指導の事前 
通知を送付

国 土 交 通 省 は、来 年1 月 以 降
に 更 新 期 限 を 迎 え る 未 加 入 業
者に対し「事前加入指導通知」
を 送 付 し、今 秋 以 降 に 前 倒 し
で 加 入 指 導 を 実 施 す る こ と を
決定しました。

ま た、新 規 に 許 可 申 請 し た 際
に 未 加 入 で あ っ た り、発 注 部
局 か ら 建 設 業 許 可 部 局 に 通 報
が あ っ た り し た 場 合 は、直 ち
に 厚 生 労 働 省 に 通 報 す る と の
ことです。

・建設業許可部局における建設業許可・更新申請および経営事
項審査ならびに立入検査時に加入状況を確認し未加入業者
に対し加入指導を実施

・加入指導に従わない場合は厚生労働省の社会保険等担当部局
へ通報

・国土交通省直轄のすべての工事において、下請業者の加入状
況を確認し未加入業者がある場合には建設所管部が加入指
導を実施

加入率100%の達成への取組み
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平成27年度 最低賃金額引上げの目安と企業の対応

◆地域別最低賃金額改定の目安

地 域 別 最 低 賃 金 額 が 10 月 か
ら 引 上 げ と な る 見 込 み で す。
引 上 げ 額 の 目 安 に つ い て は、
都 道 府 県 の 経 済 実 態 に 応 じ、
次 の通り提示され て い ま す 。

・A ランク⇒19 円
千葉・東京・神奈 川 ・
愛知・大阪

・B ランク⇒18 円
茨城・栃木・埼玉 ・富 山 ・
長野・静岡・三重 ・滋 賀 ・
京都・兵庫・広島

・C ランク⇒16 円
北海道・宮城・群馬 ・
新潟・石川・福井 ・山 梨 ・
岐阜・奈良・和歌 山 ・
岡山・山口・香川 ・福 岡

・D ランク⇒16 円
青森・岩手・秋田 ・山 形 ・
福島・鳥取・島根 ・徳 島 ・
愛媛・高知・佐賀 ・長 崎 ・
熊本・大分・宮崎 ・
鹿児島・沖縄

◆今後の流れ

現 在、各 地 方 最 低 賃 金 審 議 会
で 上 記 の 目 安 を 参 考 に 調 査 審
議 が 行 わ れ て お り、そ の 答 申
を 経 て、各 都 道 府 県 労 働 局 長
が 地 域 別 最 低 賃 金 を 決 定 す る
こ ととなります。

も っ と も、提 示 さ れ た 目 安 と

異 な る 地 域 別 最 低 賃 金 額 が 定
め ら れ た 例 は 過 去 ほ と ん ど な
く、目 安 額 通 り に 決 定 さ れ る
も の と考えられます。

◆引上げ前のチェックが必要

最 低 賃 金 額 に 近 い 額 で 雇 用
契 約 を 結 ん で い る 従 業 員 が 多
い 事 業 場 で は、引 上 げ 後 の 最
低 賃 金 額 を 上 回 る 額 が 支 払 わ
れ て いるか、注意が必要です。

時 間 給 を 計 算 し て み る と 最
低 賃 金 額 を 割 り 込 ん で し ま っ
て い る ケ ー ス が、ア ル バ イ ト・
パ ー ト タ イ マ ー は も ち ろ ん、
正 社 員 の 場 合 で あ っ て も 散 見
さ れ ます。

時 給 制 の 場 合 に は わ か り や
す い の で す が、月 給 制 や 日 給
制 の 場 合 は、賃 金 額 を 労 働 時
間 数 で 割 り 戻 し て 時 間 給 を 算
出 し、最 低 賃 金 額 と 比 較 し て
みてください。

賃 金 額 が 最 低 賃 金 額 を 下 回
る 場 合 に は 刑 事 罰 が 定 め ら れ
て お り（ 最 低 賃 金 法40 条、50
万 円 以 下 の 罰 金 ）、悪 質 な 場 合
に は 書 類 送 検 の 可 能 性 も あ り
ま す。「 引 上 げ に き ち ん と 対
応 で き て い な か っ た 」と い う

“ う っ か り ミ ス ”が 多 い 部 分 で
す の で、10 月 の 引 上 げ 前 に、
再 度、最 低 賃 金 額 関 連 の 管 理
に つ い て 見 直 し て お き ま し ょ
う。
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 第1回 　人事考課（評価制度）はなぜ必要か

　会社の成長を追求していく上で、適切な人事考課を実施することは欠かせません。企業経営において、
社員のやる気を引き出すための仕組みづくりが見過ごされがちですが、その仕組みとして人事考課を実
施することでその効果を期待することができます。
　人事考課（評価制度）の目的として、次の３点を挙げることができます。

　まず①については、企業の発
展・成長に最も大きな影響を与
えるのは、その企業を支える社
員の能力とやる気です。個々の
社員が自らの能力を高めつつ、
仕事において頑張れば、業績の
向上は間違いありません。

　②については、管理者にとっ
て人事考課は部下の能力開発に
結び付くものでなければなりま
せん。社員個々の伸ばすべき能
力を明確にしながら、職務遂行
能力の開発に向けて本人の努力

を促し、一定期間ごとに成長の
度合いを確認することは、社員
の成長のために非常に重要で
す。

　そして③については、会社が
社員に対して期待どおりの働き
を望むのであれば、社員の貢献
度に応じた処遇で報いる必要が
あります。そのためには、貢献
度を適正に評価できる仕組みが
不可欠で、さらにそのデータに
基づいて「賃金（昇給・賞与）」「昇
格」「配置」などを適正に実施

するための仕組みが必要です。
そこで、「適正な処遇の決定に
必要なデータを用意することに
より、結果的に処遇の納得性を
高める」という点は、人事考課
の目的として重要です。
人事考課の意義を会社側から捉
えると、人事考課の正しい運用
を行うことによって次の成果が
期待できます。

　人事考課は成績考課と行動考課という２つの考課で構成されますが、その概要は次号でご説明します。

① 人事考課は社員のやる気を促す仕組みである

② 人事考課は社員の能力開発をサポートする仕組みである

③ 人事考課は処遇の納得性を高める仕組みである

　 会社の業績アップにつながる人事考課制度（評価制度）をつくる

人事考課

社員の
やる気を
促す

処遇の
納得性を
高める

社員の
能力開発を
サポート
する

1、社員の納得性を高め、やる気を高めることにより、個人業績ひいては会社の業績を向上すること

2、職務遂行能力が高く、自律性の高い社員を育てることにより、会社の経営基盤を強化すること

3、経営意識が高く、指導力の高い管理職を養成することにより、会社の経営基盤を強化すること

人事考課（評価制度）の目的

新連載
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マ イ ナ ン バ ー 制 度 の 導 入 が 迫 っ て き ま し た が、マ イ ナ ン バ ー 法 第12 条 で、次 の よ う に 安 全 管 理
措置が義務付けら れ て い ま す 。

個人番号関係実務実施者は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人
番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

マイナンバー制度においては、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）
に準拠した管理が求められ、具体的には次のA ～F の項目を内容とします。

※従業員数100 人以下の中小企業については安全管措置に関する特例が設けられ、対応を簡略に
することが認められています。

マイナンバー制度で求められる安全管理措置

A　基本方針の策定
基本方針の策定自体は義務とはされていませんが、基本
方針には次の項目を定めます。

・事業者の名称　
・関係法令、ガイドライン等の遵守
・安全管理措置に関する事項　
・質問および苦情処理の窓口

D　人的安全管理措置
・事務取扱担当者の監督
・事務取扱担当者の教育
　（定期的な研修、秘密保持に関する事項を就業規則等

に盛り込む他）

E　物理的安全管理措置
・特定個人情報等を取り扱う区域の管理
・機器及び電子媒体等の盗難等の防止
・電子媒体等を持ちだす場合の漏えい等の防止
・個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄

C　組織的安全管理措置
組織体制として整備する項目は以下の通りです。

・事務における責任者の設置及び責任の明確化 
・事務担当者が取扱う特定個人情報等の範囲の明確化
・事務担当者が取扱規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制
・情報漏えい等事案の発生又は兆候を把握した場合の従業者から責任者等への報告連絡体制
・特定個人情報等を複数の部署で取扱う場合の各部署の任務分担及び責任の明確化

F　技術的安全管理措置
・アクセス制御（ID に付与するアクセス権でアクセス可能な者を限定する等）
・アクセス者の識別と認証（ID、パスワードによりアクセスしたものを識別する等）
・外部からの不正アクセス等の防止（ファイアーウォールの設置、セキュリティ対策ソフトの導入等）
・情報漏えい等の防止（暗号化、パスワードによる保護等）

B　取扱規程等の策定
以下の特定個人情報の管理段階ごとに、取扱方法、責任
者・事務担当者とその任務について定めることが考えら
れます。

　①取得　②利用　③保存　④提供　⑤削除・廃棄
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改正労働者派遣法のポイント

労 働 者 派 遣 法 の 大 幅 な 改 正 が 予 定 さ れ て い ま す。改 正 労 働 者 派 遣 法 が6 月19 日 に 衆 議 院 本 会 議 を 通 過
し、参 議 院 を 経 て 成 立 す る と 9 月 3 0 日 か ら 施 行 さ れ る 予 定 で す（ 原 稿 作 成 時 点 ）。労 働 者 派 遣 法 の 主 な
改正項目として、以 下 の 3 点 を 挙 げ る こ と ができます。

こ れ ら の 義 務 違 反 に つ い て は 、許 可 の 取 り 消 し も 含 め て 厳 し く 指 導 さ れ る 可 能 性 が 指 摘 さ れ て い ま す
ので注意が必要で す 。

①派遣事業の健全化
②わかりやすい

派遣期間規制への見直し
③派遣労働者の雇用安定

①に つ い て は 、従 来 、「 常 時 雇 用 さ れ る 労 働 者 」に よ る 派 遣 事 業 を 行 う 特 定 労 働 者 派 遣 事 業 は 届
け 出 制 で し た が 、改 正 後 は す べ て の 労 働 者 派 遣 事 業 が 許 可 制 に 移 行 し ま す。許 可 制 に 移 行 す
る 事 業 者 は 、施 行 後 ３ 年 間 の 経 過 措 置 期 間 内 に 許 可 制 に よ る 審 査 で 求 め ら れ る 水 準 の 体 制 作
りを求めら れ る こ と に な り ま す 。

② の 派 遣 期 間 の 制 限 見 直 し は 、改 正 案 の 大 き な ポ イ ン ト と な り ま す。ソ フ ト ウ ェ ア 開 発 や 秘
書、財務処理、書 籍 等 の 制 作・編 集 な ど「専門26 業務」を除き最長３年間に制限されてきまし
た が、こ の 上 限 期 間 が 事 実 上 撤 廃 さ れ ま す。業 務 に よ る 区 分 に 代 わ り、次 の ２ つ の 分 類 で 制 限
期間が設け ら れ る こ と に な り ま す 。

　 以 上 の う ち B の 事 業 所 単 位 の 期 間 制 限 に 関 し て は、延 長 制 度 が 設 け ら れ て い ま す。期 間 経 過
満 了 １ か 月 前 に 過 半 数 労 働 組 合 等 の 意 見 聴 取 を 行 う こ と で、原 則 ３ 年 の 派 遣 期 間 を さ ら に ３
年 間 延 長 す る こ と が で き ま す（ 以 後 も 同 様 の 手 続 に よ り 再 延 長 可 ）。な お、反 対 意 見 が あ っ た
場合には対 応 方 針 を 説 明 す る な ど 適 正な意見聴取の手続きをとる必要があります。

　 な お、派 遣 元 で 無 期 雇 用 さ れ て い る 派 遣 労 働 者 は、例 外 と し て Ａ、Ｂ の 期 間 制 限 な く 受 け 入
れることが 可 能 で す 。

③に 関 し て は、特 に 現 行 制 度 で「 専 門 26 業 務 」に 該 当 す る 人 は 新 制 度 へ の 移 行 に よ り「 雇 い 止
め 」の リ ス ク が 高 ま る こ と か ら 、新 た な 派 遣 先 の 提 供 や 派 遣 先 へ の 直 接 雇 用 の 依 頼 な ど の 雇
用 継 続 措 置 を と る こ と が 義 務 付 け ら れ ま す。さ ら に、計 画 的 な 教 育 訓 練、キ ャ リ ア コ ン サ ル
テ ィ ン グ を 通 し て 、派 遣 労 働 者 の 正 社 員 化 を 含 む キ ャ リ ア ア ッ プ を 推 進 す る こ と も 義 務 付 け
られます。

A 個人単位の期間制限
派遣先の同一の組織単位（課）における同一の

派遣労働者の受け入れは３年が上限

B 事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所における派遣労働者の

受け入れは３年が上限（ただし、延長可）
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ストレスチェックの具体的な進め方

 第1回 　導入前の準備

　ストレスチェック制度の導入については８月号でもお伝えしましたが、従業員 50 人以上の事業所は平
成 27 年 12 月１日～平成 28 年 11 月 30 日の間に第１回目のストレスチェックを実施する必要があり
ます。そこで、今月から実際に踏むべき手順をお伝えしていきます。
まず最初に、導入に向けた準備段階として、会社として「メンタルヘルス不調の未然防止のためにスト
レスチェックを実施する」旨の方針を示します。対象となるのは、１年以上雇用される（予定を含む）
者で、１週間の所定労働時間が通常の労働者の４分の３以上であれば対象労働者となります。
続いて、社内の衛生委員会等で、ストレスチェックの実施方法などについて以下の事項を決定します。

　１　ストレスチェックは誰に実施させるのか
　２　ストレスチェックはいつ実施するのか
　３　どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか
　４　どんな方法でストレスの高い人を選ぶのか
　５　面接指導の申し出は誰にすればいいのか
　６　面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
　７　集団分析はどんな方法で行うか
　８　ストレスチェックの結果は誰がどこに保存するのか

これらの決定事項は社内規程として明文化し、全社員に内容を告知します。
続いて、実施体制と役割分担を決定します。実施体制の例としては、以下の内容が挙げられます。

ストレスチェック実施体制（例）
①実施責任者 方針の決定など 社長

②制度担当者 実施計画の策定
進捗状況の管理など

人事部長

③実施者 ストレスチェックを実施する者 産業医などの医師、保健師、厚生労働大
臣の定める研修を受けた看護師・精神保
健福祉士の中から選ぶ。外部委託も可能

④実施事務従事者 実施者の補助をする者。質問票の回
収、データ入力、結果送付など、個
人情報を取り扱う業務を担当する。

人事課課員（人事権のない者に限る）。
外部委託も可能

⑤面接指導担当医 労働者の申し出により面接指導を実
施する医師。

産業医などの医師。外部委託も可能

※④の実施事務従事者については、人事上の権限を持つ者がストレスチェックの結果を閲覧することは禁止されており、
人事課長などが従事することはできません。権限を持たない人事課スタッフが実施事務従事者になることは可能ですが、
外部委託することが現実的だと思われます。

以上が導入前の準備に必要な手続きで、次回はストレスチェックの実施の方法についてご説明します。

短期
集中連載
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任天堂と東芝が残した教訓

2 015 年 ７ 月 11 日 、任 天 堂
の 岩 田 聡 社 長 が 胆 管 腫 瘍

の た め55 歳 の 若 さ で 亡 く な
ら れ ま し た。４ 期 ぶ り の 営 業
黒 字 回 復 か ら 攻 勢 に 転 じ よ う
と い う 矢 先 に ト ッ プ を 失 っ た
こ と で、同 社 の 事 業 展 開 の 先
行 き が に わ か に 不 透 明 に な り
ました。

岩 田 氏 は42 歳 で 任 天 堂 社
長 に 就 任 し て 以 来 、「 ニ ン テ
ンドーDS」や「 Wi i 」な ど ヒ ッ
ト 商 品 を 連 発 さ れ ま し た 。こ
こ 数 年 は ス マ ホ ゲ ー ム の 普 及
や 円 高 の 影 響 で 苦 戦 を 強 い ら
れ ま し た が、Dena と の 提 携
に よ る ス マ ホ ゲ ー ム へ の 参
入、米 企 業 と の テ ー マ パ ー ク
事 業 に お け る 協 業 な ど 、新 た
な 事 業 展 開 に 向 け た 構 想 を 打
ち出していまし た 。

カ リ ス マ 的 存 在 の ト ッ プ を
失 っ た こ と で、後 継 者 不 在 の
現 状 が 指 摘 さ れ る 事 態 に な
り、岩 田 社 長 の 死 去 か ら １ カ
月 経 過 し た 時 点 で 、い ま だ 後
任 社 長 が 決 ま っ て い な い 状 況
で す。さ ら に 同 社 に と っ て 不
幸 だ っ た の は、今 後 の 新 商 品
な ど の 事 業 構 想 が 岩 田 社 長 の
頭 の 中 に あ り、全 社 的 に 共 有
さ れ て い な か っ た 点 で す 。そ
し て、提 携 や 協 業 に 向 け た 動

き が 岩 田 社 長 の 個 人 的 関 係 を
ベ ー スとしていた点です。

東日 本 大 震 災 の 発 生 後、
BCP （Business  Cont inui ty  

P lan）が 注 目 度 を 高 め て き ま
し た 。こ れ は、企 業 が 災 害、事
故 や 感 染 症 の 拡 大 な ど の 緊 急
事 態 に 遭 遇 し た 場 合 に、事 業
資 産 の 損 害 を 最 小 限 に と ど め
な が ら、中 核 と な る 事 業 の 継
続 あ る い は 早 期 復 旧 を 可 能 と
す る た め に、平 時 に お い て 事
業 継 続 の た め の 方 法、手 段 な
ど を 取 り 決 め て お く 計 画 を 意
味 し ます。

任 天 堂 の ケ ー ス は ト ッ プ が
若 か っ た 点、カ リ ス マ 性 が 強
か っ た 点 が 事 態 を よ り 深 刻 に
し た と い え ま す が、万 が 一 の
場 合 に 備 え て、平 時 か ら 準 備
し て お く こ と の 大 事 さ に つ い
て も 浮き彫りになりました。

一 方 の 東 芝 は、過 去 ３ 代
の 社 長 が 主 導 し て 巨 額

の 不 適 切 な 決 算 報 告 を 行 っ て
き た こ と が 発 覚 し ま し た。日
本 を 代 表 す る 老 舗 企 業 で 行 わ
れ た 不 正 が、社 会 的 に 大 き な
影 響 をもたらしました。

同 社 が 水 増 し し た 営 業 利 益
は1500 億 円 強 の 巨 額 に 及 び、

虚 偽 の 会 計 報 告 を も と に 調 達
し た 資 金 が １ 兆 円 を 超 え た
と あ っ て 、市 場 の 信 頼 を 裏 切
る 結 果 に な っ た こ と は 否 定 で
き ま せ ん。20 世 紀 に 入 っ た 後
も 米 国 で エ ン ロ ン・ワ ー ル ド
コ ム 事 件 が 発 生 し、国 内 で も
オ リ ン パ ス な ど の 巨 額 の 損 失
隠 し が 表 面 化 し ま し た が、そ
の 規 模 と 伝 統 が 群 を 抜 く 存 在
だ っ た だ け に、事 態 は よ り 深
刻といえます。

東 芝 は そ の 影 響 度 合 い の 大
き さ も 考 慮 さ れ 上 場 廃 止 は 免
れ る 見 通 し で す が、一 度 失 っ
た 信 頼 を 取 り 戻 す こ と は 簡 単
で は な く 、今 後 株 主 か ら の 集
団 訴 訟 が 起 こ さ れ る 可 能 性 が
あ り ま す。仮 に、中 小 企 業 が
虚 偽 の 決 算 書 で 金 融 機 関 の 融
資 を 受 け 返 済 不 能 と な っ た 場
合 に は、詐 欺 罪 で 告 発 さ れ る
事 態 に な り か ね ま せ ん。む し
ろ、業 績 を 伸 ば す た め に は 正
確 な 決 算 を 行 う こ と が 前 提 と
な る こ と は 言 う ま で も あ り ま
せん。

任 天 堂 と 東 芝。こ の ２ 大 企
業 で 表 面 化 し た 問 題 は、規 模
の 大 小 を 問 わ ず 会 社 経 営 上 の
教訓を残したといえます。

いとこは 3親等内の親族に該当しないので被扶養者とはなりません。


